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獣医学教育に関する基準について 

 

（1）獣医学教育に関する基準は、大学基準協会（以下「本協会」という。）が平成９年２月 28日

改定した基準をもとに、学士課程における獣医学教育の質の維持及び向上を図るとともに、

現在の学士課程における獣医学教育の現状、国際的な獣医学教育の水準を視野に、専門分野

別評価を行うために改定したものである。 

 

（2）本協会は、大学が教育研究の適切な水準の維持・向上を図るための指針として、本協会が行

う大学評価の基準である「大学基準」をはじめ、諸基準の設定・改定を行ってきた。 

獣医学教育に関する基準は、大学基準を頂点とする本協会諸基準の中に位置づけられるもの

である。 

 

（3）獣医学教育に関する基準は、以下の８つの大項目により構成されている。 

１ 使命・目的 

２ 教育課程・学習成果 

３ 学生の受け入れ 

４ 教員・教員組織 

５ 学生支援 

６ 教育研究等環境 

７ 社会連携・社会貢献 

８ 点検・評価、情報公開 

 

（4）基準の各大項目は、項目ごとに示した「本文」及び「評価の視点」により構成されている。 

「本文」は、獣医学教育の使命・目的を実現するために必要な要素について、大綱的に定

めたものである。 

「評価の視点」は、評価に際し、「本文」に定められた要素を満たすにあたって、必要とさ

れる諸点について定めたものである。 

この「評価の視点」には、次の２つの機能がある。 

① 各大学の獣医学教育組織が自己点検・評価活動を行う際に確認する具体的な視点として

の機能 

② 本協会の評価者が獣医学教育の評価を行う際に確認する具体的な視点としての機能 

 

（5）各評価の視点における判定 

各評価の視点に対する評価は、「概評」において記述する。その上で、「提言」において以

下の指摘をすることがある。 

① 目的を実現するための取り組みとして成果が上がっている、又は機能していると評価で

きる場合は、当該事項を〈長所〉に付す。 

② 取り組みとして〈長所〉とまでは評価できないが、目的に即した特色ある取り組みとし
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て評価できる場合は、当該事項を〈特色〉に付す。 

③ さらなる取り組みが必要と判断される場合あるいは軽微な問題がある場合には、当該事

項を〈検討課題〉に付す。 

④ 問題がある場合は、当該事項を〈勧告〉に付す。 

獣医学教育評価の結果は、〈勧告〉の状況を総合的に判断し、獣医学教育に関する基準に

適合しているか否かを判定する。なお、獣医学教育課程（学士課程）として重大な問題が認

められた場合は、獣医学教育に関する基準に適合していないものと判定する。 

〈勧告〉が付された事項については、３年後に提出する改善報告書において、評価結果で指

摘されるに至った経緯とともにその後の「改善完了」状況を報告することが義務づけられる。

〈検討課題〉を付された事項については、同じく３年後に提出する改善報告書において、評

価結果で指摘されるに至った経緯とともにその後の「対応」状況を報告することが義務づけ

られる。 
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獣医学教育に関する基準 

 

昭和 22 年 12 月 15 日決定 

昭和 28 年４月 21 日改定 

昭和 61 年６月 23 日改定 

平成９年２月 2８日改定 

平 成 2 8 年 ５ 月 2 3 日 改 定 

 

１ 使命・目的 

① 獣医学の使命・目的 

獣医学、すなわち動物医学は、生物学に基礎をおく応用科学であり、人類と動物の福祉に貢

献することを使命とする。また、獣医学教育（学士課程）によって輩出される人材は、獣医師

として飼育動物に関する診療及び保健衛生の指導その他の獣医事をつかさどることにより、動

物の保健衛生、公衆衛生及び畜産業の発達に貢献する使命がある。獣医師には、ライフサイエ

ンス等の動物科学分野を広く探求し社会に貢献する責務もある（注１）。 

獣医学教育の目的は、上記の獣医学の使命を果たすため、獣医学に関する知識及び技能を授

け、合わせてその実践能力を展開させ、獣医学に求められる社会的使命を遂行し、生涯にわた

り自己の資質の向上に努めることのできる人材を養成することである。その教育を行うにあた

っては、特に以下の点に留意する。 

１）基礎分野と病態分野の教育においては、生命科学分野（ライフサイエンス分野）の全

般を俯瞰し、応用及び臨床分野へと繋げていく能力の開発と養成を図ること。 

２）応用分野の教育においては、広く社会の要請（ニーズ）に応える応用技術を開発し、

社会貢献（福祉）の観点からその発展を推進する能力の開発を図ること。 

３）臨床分野の教育においては、生命原理に基づく獣医医療の実践教育のみならず動物福

祉を目的とした社会科学的教育にも重点をおくこと。 

４）常に課題を探求し、自ら学ぶ姿勢の涵養に努めること。 

５）生命観・倫理観の涵養に努めること。 

６）人類を取り巻く環境の意義の認識に努めること。 

７）国際感覚を備えた社会的教養人としての資質の開発に努めること。 

 

② 獣医学教育（学士課程）の範囲 

獣医学は、基礎となる学理の展開を図る基礎分野、動物の疾患の成り立ちを究める病態分野、

獣医学の社会への展開を図る応用分野及び獣医医療を目的とした学理の展開を図る臨床分野か

ら構成される。また、基礎分野及び病態分野では演繹論的要素、応用分野では技術論的要素、
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臨床分野では経験論的要素を重視しつつ、四者が一体となった総合学として展開される。 

 

③ 獣医学教育（学士課程）の目的の設定、周知・公表 

獣医学教育（学士課程）の目的は、当該獣医学教育（学士課程）を設置する大学の理念・目

的に沿って定めなければならない。 

また、獣医学教育の教育研究を担う組織（以下、「獣医学教育組織」という。）は、獣医学教

育（学士課程）の目的を学生及び教職員に周知するとともに、ウェブサイト、大学案内等を通

じて、広く社会に公表しなければならない。 

 

（注１）獣医師法第１条（獣医師の任務）：第１条 獣医師は、飼育動物に関する診療及び保健

衛生の指導その他の獣医事をつかさどることによって、動物に関する保健衛生の向上

及び畜産業の発達を図り、あわせて公衆衛生の向上に寄与するものとする。 

 

＜獣医学教育（学士課程）の目的の設定、周知・公表＞ 

【評価の視点 1-1】当該獣医学教育（学士課程）を設置する大学の理念・目的に沿って、獣医学

教育（学士課程）の目的を定めていること。 

【評価の視点 1-2】獣医学教育（学士課程）の目的を学生、教職員に周知していること。 

【評価の視点 1-3】獣医学教育（学士課程）の目的をウェブサイト、大学案内等を通じて、広く

社会に公表していること。 
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２ 教育課程・学習成果 

 （１）教育課程 

① 学位授与方針、教育課程の編成・実施方針の設定、公表 

各獣医学教育組織は、自ら掲げる獣医学教育（学士課程）の目的に基づき、修得すべき知識・

技能・態度など、獣医学（学士）の学位にふさわしい学位授与方針（ディプロマ・ポリシー）

を定め、公表しなければならない。また、学位授与方針に基づき、教育課程の編成・実施方針

（カリキュラム・ポリシー）を定め、公表しなければならない。 

 

② 教育課程の編成 

各獣医学教育組織は、獣医学の教育課程の編成にあたって、教育課程の編成・実施方針に基

づき、獣医学を構成する各分野の基本的な知織を学生が偏りなく修得できるものとしなければ

ならない。 

獣医学の専門授業科目は、獣医学を構成する各分野について、最低限必要な知識・技術を修

得させる基本授業科目（コア科目）と、大学の特徴を活かし、各大学が独自に設定する専修授

業科目（アドバンス科目）からなる（注２）。アドバンス科目の設定においては、当該獣医学課

程が掲げる目的に基づいた特色あるものであることが望まれる（注３）。各分野別の授業科目に

関しては、別添１の内容に留意して実施することが望まれる。 

 獣医学教育（学士課程）では、社会で活躍しうる実践的能力を涵養するために、総合参加型

臨床実習を課さなければならない。本実習では、獣医師免許を所持しない獣医学生が診療行為

に参加することになるため、大学は共用試験のような客観的な手法で学生の学力を事前に評価

しておく必要がある（注４）。また、学生自らが課題を探求し、課題を解決する態度や、その過

程と結果を社会に対し論理的に説明する能力等、獣医師及び獣医科学者としての資質を涵養す

るために、特別研究（卒業研究）を課すことが望ましい。この特別研究は、学生が特定の課題

について、指導教員の指導のもと、学内外の施設において研究・実習・演習、特殊な技能の修

得・応用、文献調査などを行い、その成果をまとめて論文又は報告書を作成するものである。

特別研究は専修教育の目的を遂行する上で重要な役割を果たすものであり、その重要性に鑑み

て、少人数の教育体制を構築するとともに、適切な単位を設定することが望ましい。さらに、

獣医師の社会的責務を体得させるとともに、実地教育の一層の充実を期するために、各大学の

実情に応じて適当と認められる範囲の実地研修（インターンシップ）を課すことが望ましい。 

 

③ 教育方法 

獣医学教育（学士課程）は、講義のほか実験、実習、演習あるいは研究等を含む授業科目を

体系的に配置して、必修又は選択履修させるものとする。特に実習については、その役割を重

視し、全員体験型の実習を実施することが望ましい。そのための十分な指導体制と時間を確保
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するとともに、実習の効果的な実施の時期を定めることが必要である。このため、学生が授業

科目を体系的に履修できるような配慮（カリキュラムツリー又はカリキュラムマップなどの整

備）も重要である。 

 獣医学教育組織は、学生が、授業科目ごとの学習目的や授業内容等を把握できるシラバスを

作成し、教員も全科目の教授内容等を共有できるようにすることが必要である。 

 獣医学教育（学士課程）では、科目ごとにあらかじめ示された適切な成績評価基準・方法で

成績評価を行う必要がある。また、成績評価に関しては、学生からの異議申立制度を整備する

必要がある。 

 卒業要件としては、本基準に定める要件を備えた獣医学教育組織に６年以上在学し、182 単

位以上を取得することが必要であり、獣医学教育組織が定めた学位授与方針及び学位授与の手

続に従い、学位授与を適切に行わなければならない（注５）。 

 

④ 共同教育課程等に伴う教育方法（注６） 

 獣医学教育組織は、共同教育課程等の制度を利用して２大学以上で獣医学教育（学士課程）

を行うことができる。この場合、遠隔講義、教員の相互派遣、学生の移動などの手法を有機的

に組み合わせて行う必要がある。このため、教員は、学生の要望、意見を適切に聴取し、不断

に教育手法や内容について検証、議論するファカルティ・ディベロップメント（ＦＤ）を実施

し、その改善に努めることが必要である。 

 

（注２）平成 23年３月、文部科学省に設置されていた「獣医学教育の改善・充実に関する調査

研究協力者会議」の意見を踏まえ、獣医学教育モデル・コア・カリキュラムが策定さ

れた。このモデル・コア・カリキュラムでは、同教育の構成要素を、導入教育・基礎

獣医学、病態獣医学、応用獣医学、臨床獣医学の四分野とし、別表に示すように、講

義科目として 51科目､実習科目として 19科目を挙げている。 

（注３）獣医学教育モデル・コア・カリキュラム（平成 23年度版）はすべての獣医学生が６年

間の履修年限のなかで習得する 2/3程度の内容（コア科目）を示したものであり、残

りの 1/3（アドバンス科目）は、設置大学が自ら掲げる獣医学教育（学士課程）の目

的や社会的要求に応じて、履修時間の配分を変える、あるいは別立てのカリキュラム

で実施することとしている。 

（注４）共用試験は、総合参加型臨床実習に参加するための習熟度を審査するための全国統一

試験である。主に知識を評価する客観試験 Computer-Based Testing（ＣＢＴ）と、実

技を通して主に技能・態度を評価する客観的臨床能力試験 Objective Structured 

Clinical Examination（ＯＳＣＥ）の２種類の試験より成る。 

（注５）単位数の計算にあたっては、講義及び演習については１単位 15～30時間の範囲、実験、

実習については１単位 30～45時間の範囲で大学が定めることとなっている。 

（注６）複数の獣医学教育組織が相互に共同で教育プログラムを編成する仕組みで、平成 20年
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に導入された制度（大学設置基準の一部改正）。構成大学のうちの他の大学における授

業科目の履修を自大学の授業科目の履修とみなすことができる。構成大学において最

低限取得すべき単位数は 31単位である。 

 

＜学位授与方針、教育課程の編成・実施方針の設定、公表＞ 

【評価の視点 2-1】獣医学教育（学士課程）の目的に基づき、修得すべき知識・技能・態度など

獣医学（学士）の学位にふさわしい学位授与方針を定めていること。 

【評価の視点 2-2】学位授与方針を公表していること。 

【評価の視点 2-3】学位授与方針に基づき、教育課程の体系、教育内容、教育課程を構成する授

業科目区分、授業形態等を示した教育課程の編成・実施方針を定めているこ

と。 

【評価の視点 2-4】教育課程の編成・実施方針を公表していること。 

 

＜教育課程の編成＞ 

【評価の視点 2-5】教育課程の編成・実施方針に基づき、教育課程を体系的に編成していること。 

【評価の視点 2-6】モデル・コア・カリキュラムの内容を網羅した講義内容であること。 

【評価の視点 2-7】モデル・コア・カリキュラムの実習内容を実施していること。 

【評価の視点 2-8】教員の監督指導の下で適正に実習を実施していること。 

【評価の視点 2-9】講義と関連した実習を行う場合、それらが連動して行われていること。 

【評価の視点 2-10】獣医師の資質を涵養する教育を行っていること。 

【評価の視点 2-11】総合参加型臨床実習を実施する際は、学生に対し客観性のある適正な事前評

価（共用試験）を実施していること。 

【評価の視点 2-12】モデル・コア・カリキュラムの内容に従い実践的能力を涵養する総合参加型

臨床実習を実施していること。 

【評価の視点 2-13】動物死体を活用した解剖学教育を適正に実施していること。 

【評価の視点 2-14】動物死体を活用した病理学教育を適正に実施していること。 

【評価の視点 2-15】獣医学教育（学士課程）の目的や社会的要求に応じたアドバンス講義科目を

開講しているか。 

【評価の視点 2-16】特別研究（卒業研究）を実施していること。 

【評価の視点 2-17】適切な実地研修（インターンシップ）を実施しているか。 
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＜教育方法＞ 

【評価の視点 2-18】学生が授業科目を体系的に履修できるよう、履修指導を適切に行うとともに、

カリキュラムツリー又はカリキュラムマップなどを整備していること。 

【評価の視点 2-19】シラバスにおいて、授業科目ごとに全体目標、授業概要、成績評価基準・方

法等を明示していること。 

【評価の視点 2-20】シラバスの記載内容を改善する仕組みがあること。 

【評価の視点 2-21】厳格かつ適正な成績評価及び単位認定を行っていること。 

【評価の視点 2-22】成績評価に対しての学生からの異議申立制度を整備していること。 

【評価の視点 2-23】適切な進級要件を設定し、学生に周知していること。 

【評価の視点 2-24】適切な卒業要件を設定し、学生に周知していること。 

 

＜共同教育課程等に伴う教育方法＞（該当大学のみ） 

【評価の視点 2-25】コア科目に関して、Information and Communication Technology（ＩＣＴ）

による遠隔教育の効果を検証し、改善を図っていること。 

【評価の視点 2-26】コア科目に関して、学生移動による効果を検証し、改善を図っていること。 

【評価の視点 2-27】コア科目に関して、教員移動による効果を検証し、改善を図っていること。 

 

（２）学習成果 

① 学習成果の測定 

 獣医学教育（学士課程）の改善・充実を図るために、また自らが行った教育の社会に対する

説明責任を果たすために、学位授与方針に示した知識、技能、態度等の学習成果を学生が修得

したことを把握し、評価することが必要である。 

 

② 国家試験、卒後の進路 

卒業生には、獣医師として就業するための獣医師法に基づく国家試験の受験資格が与えられ

る。獣医学は複数の分野にまたがる学際的学問分野であることから、獣医学を修めた卒業生は、

臨床や公衆衛生分野などにとどまらず社会において多様な活躍が期待される。しかしながら、

獣医学教育は社会からの付託を受けている専門教育であり、獣医学教育の充実と発展における

使命と役割を担っている。よって、学生の進路指導においては、獣医学またはその関連職域に

ついて適切に教授することが重要であり、卒業生の進路状況・活躍状況を把握することが肝要

である。 
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＜学習成果の測定＞ 

【評価の視点 2-28】学位授与方針に示した知識、技能、態度等の学生の学習成果の修得状況を把

握し、評価していること。 

＜国家試験、卒後の進路＞ 

【評価の視点 2-29】新卒者の獣医師国家試験の合格率が 80％以上であること。 

【評価の視点 2-30】卒業生の進路状況・活躍状況を把握していること。 

【評価の視点 2-31】獣医師国家試験合格者の進路が獣医学に関連していること。 
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３ 学生の受け入れ 

① 学生の受け入れ方針の設定、公表 

各獣医学教育組織は、獣医学教育（学士課程）の目的に基づき、学生の受け入れ方針（アド

ミッション・ポリシー）を定め、公表しなければならない。 

② 入学者選抜、定員管理 

入学者の選抜の方法は、学生の受け入れ方針に従い、大学の責任において定める。選抜にあ

たっては、獣医学を修めるにふさわしい入学者を効果的に選ぶことができるように配慮する必

要がある。また、獣医学においては、推薦入学・編入学・社会人入学等、多様な志願者層に対

して積極的に門戸を開くことが望ましい。また、入学定員は、60～80 人程度を標準とし、120

人を越えないことが望ましい。適正な教育環境を保証するために、定員管理に努めなければな

らない。 

 

＜学生の受け入れ方針の設定、公表＞ 

【評価の視点 3-1】獣医学教育（学士課程）の目的に基づき、入学前の学習歴・知識水準・能力

などの求める学生像、入学希望者に求める水準等の判定方法を示した学生の

受け入れ方針を定めていること。 

【評価の視点 3-2】学生の受け入れ方針を公表していること。 

＜入学者選抜、定員管理＞ 

【評価の視点 3-3】学生の受け入れ方針に従って、適正に学生を受け入れていること。 

【評価の視点 3-4】多様な入試制度により、多様な志願者層に積極的に門戸を開いていること。 

【評価の視点 3-5】入学定員を適正に管理していること。 
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４ 教員・教員組織 

① 教育研究に関する組織 

 獣医学の教育・研究活動は、教育組織の構成員の主体的・組織的な取り組みによって実施さ

れなければならない。そのために、各獣医学教育組織は、教育の目的を最も効果的に達成でき

る教員組織、施設・設備及びその他の諸条件を備え、これを適切に管理運営する必要がある。 

 教育の単位は、講座又は研究分野と必ずしも同じである必要はない。広範な領域にわたる獣

医学教育（学士課程）を限られた時間のなかで効率よく行うため、最も適した制度を検討し、

講座又は研究分野の枠にこだわらない教育単位を編成することが望ましい。また、それぞれの

教育単位ごとに、各授業科目の内容に重複又は欠落が生じないよう考慮して、授業科目と担当

教員を決定する必要がある。以上に基づき、学位授与方針及び教育課程の編成・実施方針を踏

まえ、教員組織の編制方針を定めることが必要である。 

 

② 教員組織 

 獣医学に関わる教育組織の専任教員数は、学生入学定員数を 30～120 名とした場合、68～77

名以上とすることが望ましい（別添１参照）。専任教員のほかに学内の兼担教員を、さらに学内

外で各種の実務についている獣医師及び獣医学に関連する分野の専門家を兼任教員として活用

する。また、教員の配置にあたっては、教育の継続性、年齢構成、男女共同参画に配慮するこ

とが望まれる。 

 

③ 教員の募集・任免・昇格 

 獣医学教育組織は、十分な教育研究能力や専門的知識・経験を備えた教員を任用するため、

透明性のある手続等を定め、その公正な運用に努めることが必要である。 

 

④ 教員の責務と資格 

 教員は、教育と研究、社会貢献に努め、研究活動を基盤とした水準の高い教育を実施しなけ

ればならない。教員の資格判定に際しては、専任、兼担、兼任を問わず、教育研究・指導能力

に加え、獣医学の教育と研究の両面にわたる業績、獣医医療の実践経験、学会や社会における

活動に十分考慮する必要がある。また、教員はその資質向上を図るために、組織的かつ多面的

にＦＤ活動に取り組まなければならない。 
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＜教育研究に関する組織＞ 

【評価の視点 4-1】教員組織の編制方針を定めていること。 

 

＜教員組織＞ 

【評価の視点 4-2】専任教員を中心に、獣医学教育（学士課程）に必要な教員を確保しているこ

と。 

【評価の視点 4-3】専任教員を分野ごとに適正に配置していること。 

【評価の視点 4-4】コア科目の実施にあたり、専任教員が適正に配置されていること。 

【評価の視点 4-5】アドバンス科目の実施にあたり、適正な担当者で実施されていること。 

【評価の視点 4-6】専任教員の構成（獣医師免許保有状況、年齢、男女比）が適切であること。 

＜教員の募集・任免・昇格＞ 

【評価の視点 4-7】専門性に配慮した教員任用に関する公正な基準を設定していること。 

【評価の視点 4-8】教員の任用に際して、透明性のある手続等を定めていること。 

＜教員の責務と資格＞ 

【評価の視点 4-9】専任教員のコア科目に関する講義負担が過度とならないよう配慮しているこ

と。 

【評価の視点 4-10】専任教員のコア科目に関する実習負担（参加型臨床実習を除く）が過度とな

らないよう配慮していること。 

【評価の視点 4-11】教員の資質向上を図るために組織的かつ多面的にＦＤ活動に取り組んでいる

こと。 

 

 

（別添１）  

講義科目 モデル・コア・カリキュラム科目名 教員数 

導入・基礎分野 

（13科目） 

獣医学概論、獣医倫理・動物福祉学、獣

医事法規、解剖学、組織学、発生学、生

理学、生化学、薬理学、動物遺伝育種学、

動物行動学、実験動物学、放射線生物学 

12 名以上の専任教員によっ

て、獣医学概論を除く 12科

目を担当することが望まし

い。 

病態分野 

（７科目） 

病理学、免疫学、微生物学、家禽疾病学、

魚病学、動物感染症学、寄生虫病学 

７名以上の専任教員によっ

て、７科目を担当すること

が望ましい。 
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実習科目 モデル・コア・カリキュラム科目名 教員数 

応用分野 

（８科目） 

動物衛生学、公衆衛生学総論、食品衛生

学、環境衛生学、毒性学、人獣共通感染

症学、疫学、野生動物学 

７名以上の専任教員によっ

て、公衆衛生学総論を除く 7

科目を担当することが望ま

しい。 

臨床科目 

（23科目） 

内科学総論、臨床病理学、臨床薬理学、

呼吸循環器病学、消化器病学、泌尿生殖

器病学、内分泌代謝病学、臨床栄養学、

神経病学、血液免疫病学、皮膚病学、臨

床行動学、外科学総論、手術学総論、麻

酔学、軟部組織外科学、運動器病学、臨

床腫瘍学、眼科学、画像診断学、産業動

物臨床学、馬臨床学、臨床繁殖学 

21 名以上の専任教員によっ

て、内科学総論、外科学総

論を除く 21科目を担当する

ことが望ましい。 

実習科目 

（18科目） 

解剖学実習、組織学実習、生理学実習、

生化学実習、薬理学実習、実験動物学実

習、病理学実習、微生物学実習、寄生虫

病学実習、動物衛生学実習、公衆衛生学

実習、食品衛生学実習、毒性学実習、小

動物内科学実習、小動物外科学実習、画

像診断学実習、産業動物臨床実習、臨床

繁殖学実習 

18 名以上の専任教員によっ

て、18 科目を担当すること

が望ましい。 

総合参加型臨床実

習 

（１科目） 

 学生 10名当たり１名の専任

教員が配置されることが望

ましい。このうち３名は附

属獣医教育病院の専任教員

とすることが適切である。 

  合計 68～77名以上 

※学生数によって変動する 

（上記に関する付記事項） 

(1) 欧米先進国の基準を考慮しつつ、獣医学にあって教授すべき基本科目であるモデル･コア・

カリキュラムに示された講義並びに実習科目をもとに算出した。１科目に対して１名の専

任教員を配置することを基本としたが、実際は各大学が定める講座等の組織並びに附属施

設などの組織において有機的に分担して実施することが望ましい。 

(2) 教員は専任教員を基本とした。モデル･コア・カリキュラム以外のアドバンス科目、大学院

教育、研究、さらに学生指導や学務などに携わらなければならず、体系的な教育組織を必
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要とする獣医学において責任ある教育活動を保証するためには、専任教員であることが必

要である。 

(3) 学生定員ごとの必要専任教員数： 

（例）学生 30～35名：教員 68名、学生 40名：教員 69名、学生 60名：教員 71名、学生 80名：

教員 73名、学生 120名：教員 77名。  
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５ 学生支援 

① 修学支援 

学生の修学支援として、学生の自主的な学習を促進させるさまざまな支援を行うことの他、

学生の能力に応じた補習・補充教育の実施が重要である。また、障がいのある学生、留学生な

ど多様な学生に対する修学支援等の充実を図り、学生生活の安定のために大学独自の奨学金そ

の他の支援制度を整備し、これらを担う組織を設け、適切に運用しなければならない。 

 

② 生活支援 

学生の生活支援として、心身の健康、保健衛生等に係る相談等に適切に対応するためにカウ

ンセリング等の指導相談体制を整備し、学生の生活環境への配慮が必要である。また、学生が

快適で安全な学生生活を送れるよう、学生の人権を保障するとともに、ハラスメントの防止に

十分に配慮する必要がある。 

 

③ 進路支援 

学生の進路支援として、進路支援に関する組織体制を整備して、進路選択に関わる指導・ガ

イダンスを適切に実施する必要がある。 

 

（※ 本項目における体制整備は、全学的な対応でよい。） 

＜修学支援・生活支援＞ 

【評価の視点 5-1】学生生活に関する相談・支援体制を整備し、適切に支援していること。 

【評価の視点 5-2】学生の自主的な学習を促進させる取り組みの支援、学生の能力に応じた補習・

補充教育を実施していること。 

【評価の視点 5-3】障がいのある学生、留学生など多様な学生への支援体制を整備し、実施して

いること。 

【評価の視点 5-4】学生生活の安定のために、奨学金その他の支援制度を整備していること。 

【評価の視点 5-5】心身の健康、保健衛生等に係る相談等に適切に対応するためにカウンセリン

グ等の指導相談体制を整備し、実施していること。 

【評価の視点 5-6】学生の人権を保障し、ハラスメントの防止に十分に配慮していること。 

＜進路支援＞ 

【評価の視点 5-7】進路支援に関する組織体制を整備して、進路選択に関わる指導・ガイダンス

等を適切に実施していること。 
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６ 教育研究等環境 

① 施設・設備 

 獣医学教育（学士課程）に関わる施設・設備は、教育上の必要性とともに、獣医学における

研究成果の生物産業への展開など、獣医学に対する社会的要請への対応と、動物福祉、先端医

療などの地域社会における大学の使命も考慮して整備しなければならない。そのため、獣医学

教育として設置すべき施設・設備の他、大学の特色や地域の特性に応じて設置が求められる施

設・設備がある。よって、必要に応じて、共同利用施設として対応する必要がある。 

 

② 各獣医学教育組織が設置する必要がある施設・設備 

獣医学教育（学士課程）に必要な講義室、実習・実験室、研究室等の施設・設備を整備しな

ければならない。また、獣医学の教育研究に必要な質・量ともに十分な学術情報資料を系統的

に集積し、学生の学習、教員の教育研究活動等に資するよう整備し、その効果的な利用を促進

する必要がある。さらに、実験動物を飼養する施設を整備し、適正な動物実験を実施しなけれ

ばならない。これらの環境整備にあたっては、「動物の愛護及び管理に関する法律」及び「実験

動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準」を遵守するとともに、所轄官庁の「動物

実験等の実施に関する基本指針」及び日本学術会議が策定した「動物実験の適正な実施に向け

たガイドライン」に従って、国際的に広く普及している３Ｒ (Replacement、Reduction、

Refinement) の原則を尊重する必要がある。 

各獣医学教育組織は、獣医学教育上、特に必要性を有する附属施設として、獣医学教育病院

（動物病院、動物医療センター、獣医臨床センター）を設置しなければならない（注７）。また、

獣医学教育病院には、必要な数の専任教員・臨床教員及び動物看護師等の支援スタッフを配置

する必要がある。さらに、獣医学教育病院は、獣医学教育（学士課程）に資するだけでなく、

地域の中核となる専門病院（地域獣医師及び住民への指導的役割を果たす施設）としての機能

のほかに、卒後教育の場として活用することが望ましい。 

 

③ 各獣医学教育組織が選択して設置することが望ましい附属施設 

 各獣医学教育組織は、地域の条件や大学のおかれている状況を考慮し、可能な限り、大学ご

とに特徴ある施設及び大学間共同利用施設を設置することが望ましい。  

 各獣医学教育組織が選択して設置することが望ましい施設については、例えば、専門に特化

した研修センター（公衆衛生研修センター、野生動物臨床研修センター、毒性安全性研修セン

ター、獣医熱帯病研修センター）などが考えられる。これらの施設については、大学間で相互

利用できるよう積極的な対応を図ることが望ましい。また、各獣医学教育組織はその設置にあ

たって、既に設置されている施設と重複しないよう考慮する必要がある。 

 

④ 研究倫理や研究・診療活動の不正防止 
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研究倫理や研究・診療活動の不正防止に関する規定を明文化し、これらに関わる教育を行う

とともに、適切な組織のもと研究倫理の遵守を図り、適切に研究・診療活動を実施することが

必要である。 

 

⑤ 国際性を踏まえた教育環境の整備 

獣医学教育組織は国際感覚を備えた社会的な教養を備えた者を育成するため、学生の海外派

遣、留学生の受け入れ、英語による授業、外国人教員の雇用等を積極的に行うなど、グローバ

ル化に対応した環境を構築することが望ましい。 

 

（注７）大学設置基準第 39条に規定される「家畜病院」は、獣医学教育に必置の施設との趣旨

を徹底させるため、及び欧米先進国における呼称との整合性を保つため、例えば「獣

医学教育病院」と名称変更するとともに、獣医学教育の一定の水準を確保するために、

以下の内容に適合させることが望ましい。 

(1) 附属獣医学教育病院の面積は１学年の入学定員が 60 名までの場合 5,000 平方

メートルを下回らないものが望まれる。60 名を越える場合は、越えた人数に応

じて相当の面積を増加するものとすること。 

(2) 施設内には、診療施設に加えて、臨床教育施設として、視聴覚設備を備えた臨

床実習室と臨床講義室を設けること。 

(3) 獣医学教育病院には患畜を用いた研究の実施が可能な設備を設置すること。 

(4) 獣医学教育病院には各獣医学教育組織の特色に応じて複数の診療科を設ける

とともに、救急医療等の機能を併設すること。 

(5) 獣医学教育病院は卒後教育の場としても活用すること。 

(6) 獣医学教育病院には必要な専任の教員・臨床教員に加えて動物看護師、薬剤師

などの支援スタッフも配置すること。 

 

＜施設・設備＞ 

【評価の視点 6-1】獣医学教育に必要な講義室、実習・実験室、研究室等の施設を整備している

こと。 

【評価の視点 6-2】獣医学教育研究に必要な学術情報資料を整備し、学生及び教員が適切に情報

を入手できるよう対応を行っていること。 

【評価の視点 6-3】動物実験の倫理・福祉に配慮した実験動物の飼養に関する施設・設備を整備

していること。 

【評価の視点 6-4】動物実験の倫理・福祉に配慮した動物実験に関する学内規則・飼養管理マニ

ュアル等を整備していること。 
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【評価の視点 6-5】学内規則に従い動物実験に関して監督指導する委員会を設置していること。 

【評価の視点 6-6】病原体等利用実験の法律等に基づいた学内規則・管理マニュアル等を整備し

ていること。 

【評価の視点 6-7】学内規則に従い病原体等利用実験に関して監督指導する委員会を設置してい

ること。 

【評価の視点 6-8】遺伝子組換実験の法令に基づいた学内規則・管理マニュアル等を整備してい

ること。 

【評価の視点 6-9】学内規則に従い遺伝子組換実験に関して監督指導する委員会を設置している

こと。 

＜各獣医学教育組織が設置する必要がある施設・設備＞ 

【評価の視点 6-10】附属獣医学教育病院の施設・設備を参加型臨床実習等の教育に活用できるよ

うに整備していること。 

【評価の視点 6-11】附属獣医学教育病院で実施する参加型臨床実習及び日常の診療・教育等に必

要な専任教員と臨床教員（教員）、及び病院専任獣医師、研修獣医師と動物看

護師等の支援スタッフ（スタッフ）を配置していること。 

【評価の視点 6-12】附属獣医学教育病院で参加型臨床実習等のために十分数の患畜（症例）を診

療していること。 

【評価の視点 6-13】附属獣医学教育病院において参加型臨床実習等を適切に実施していること。 

【評価の視点 6-14】附属獣医学教育病院が、獣医学教育（学士課程）の実施のために十分に活用

されていること。 

＜各獣医学教育組織が選択して設置することが望ましい附属施設＞ 

【評価の視点 6-15】大学ごとに特徴ある附属施設を有しているか。 

＜研究倫理や研究・診療活動の不正防止＞ 

【評価の視点 6-16】研究倫理や研究・診療活動の不正防止に関する規定を明文化していること。 

【評価の視点 6-17】研究倫理や研究・診療活動の不正防止に関する適切な組織のもと、これらに

関わる教育を行うなど研究倫理や研究・診療活動の不正防止の遵守を図って

いること。 

＜国際性を踏まえた教育環境の整備＞ 

【評価の視点 6-18】学生の海外派遣及び受け入れを適切に行っていること。 

【評価の視点 6-19】当該獣医学教育におけるグローバル化を推進するための積極的な取り組みを

行っているか。  
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７ 社会連携・社会貢献 

① 社会連携・社会貢献 

 獣医学教育組織は、地域社会の住民及び獣医師に生涯学習の機会を提供する重要な役割を担

っている。そのため、地域や大学のおかれている状況を考慮し、大学ごとに特徴あるプログラ

ムを準備することが求められる。また、各大学で獣医学教育組織が獣医学の教育・研究の活性

化を図るためには、獣医職全体の質的向上が不可欠であり、獣医師向け生涯学習の実施はその

意味で重要である。また、一般社会の多様な学習需要に応えるため、公開講座等も行う必要が

ある。 

 

＜社会連携・社会貢献＞ 

【評価の視点 7-1】生涯学習の機会を提供するため、獣医師を対象とした学術講習、研修等を実

施していること。 

【評価の視点 7-2】生涯学習の機会を提供するため、一般市民を対象とした公開講座等を実施し

ていること。 
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８ 点検・評価、情報公開 

① 自己点検・評価、第三者評価 

獣医学教育組織は、教育、研究及び技術の質的向上を図らねばならない。全ての教員は

これを十分認識し、不断に自己点検・評価を行い、獣医学教育のさらなる発展のための改

善に努めなくてはならない。そのため、教育、研究、実践経験、学会や社会における活動の各

事項に留意した点検・評価を行い、個人、獣医学教育組織の各単位における自己点検・評価の

体制を整備することが必要である。 

各獣医学教育組織は、自己点検・評価と任意の第三者評価を定期的に実施することによ

り、自己改善を目指した自律的な教育の質保証体制を構築しなければならない。 

獣医学教育組織が、我が国における獣医師国家試験の受験資格を授与し、獣医学教育の

国際的な水準を維持するという社会的責務を担っている点に鑑み、自己点検・評価だけで

なく、第三者による客観的な評価を受けることが必要である（注８）。 

 

② 情報公開 

 各獣医学教育組織は、目的に基づいて定めた方針（学位授与方針、教育課程の編成・実施方

針、学生の受け入れ方針）、教育内容・方法、卒業認定や学位授与に関する様々な教育情報につ

いて、教職員、学生等の学内構成員に対して広く周知するとともに、ウェブサイト、大学案内

等を通じて社会一般にも広く明らかにすることが必要である（注９）。 

 

（注８）平成 23年３月、文部科学省において「獣医学教育の改善・充実に関する調査協力者会

議」が設置され、同会議により今後の獣医学教育改革の方向性が示された。この中で

「自己点検・評価の実施や分野別第三者評価の導入等、獣医学教育の質を保証するた

めの評価システムの構築」が提言された。また、獣医学教育に限らず、専門分野にお

ける第三者評価は、機関別認証評価に続く教育の質向上の仕組みとして期待されてい

る（中央教育審議会答申 平成 17年１月）。 

（注９）大学が学生に情報を提供する手段として、また社会に対する透明性を担保する上で、

ウェブサイトを通じた情報発信はきわめて重要である。獣医学教育組織は独自のウェ

ブサイトを持つことが望まれる。 

 

＜自己点検・評価＞ 

【評価の視点 8-1】自己点検・評価体制を整備していること。 

【評価の視点 8-2】自己点検・評価及び第三者評価の結果を改善に繋げる仕組みを整備している

こと。 
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＜情報公開＞   

【評価の視点 8-3】獣医学教育課程のウェブサイトを整備していること。 

【評価の視点 8-4】学生に教育に関する情報を適切に公表していること。 

【評価の視点 8-5】教職員に教育に関する情報を適切に公表していること。 


